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School ChoiceとAccountabilityが

アメリカ教育にもたらすもの

中 村 護 光

What Do School Choice and Accountability 

Bring to American Education?

Morimitsu NAKAMURA

Americaneducationalrefom stillseemstohavefartogo,especiallylnSuch

fundamentalaspectsastheexistenceofoverdiversifiedlocalschoolboardsandmeans

ofsecuringeducationalrevenue.Butuntilnow,itseemsthattheresponsibilityfor

refom hasbeenunreasonablyplacedonindividualpublicschools,whosepowerbaseis

toolimitedandlocalizedtoinfluencethelargereducationalpicture.Theconceptsof

schoolchoiceandaccountability,whichtheU.S.isnowemployingforrevitalizationof

publiceducationmaywellacceleratethepolarizationordesertionofneighborhood

schools.InthefaceofthedecliningeconomicpoweroftheU.S.,schoolchoiceand

accountabilityareideaswhichseemtostayinthemainstreamofAmericaneducational

reform.Thispaperwillconsider仇evalidityoftheseconceptsandtheirprospective

applicationinandinfluenceonAmericaneducationalreform.

1. は じ め に

1983年4月に時の教育長官TerrelBellのもとNationalCommissiononExcellencein

EducationがANationatRiskを出版してから10年になろうとしている.合衆国の教育の

質の危機的低下を指摘したこの報告書がアメリカ国民に公立学校が直面している学力,教員

の資質,校内暴力,麻薬使用等の深刻な諸問題を提起してから,アメリカにおける教育改革

の機運は一挙に高まりを見せた.現在に至るこの改革運動の進展を概観し,その問題点を考

察してみた.

2.地方から国のリーダーシップへ

合衆国の教育の責任主体は州政府であり,地方自治体である.これ迄に地方schooldistrict

は専ら,教員の資質の向上と生徒の学力向上の2つを柱として改革を推進してきており,前

者は教員の給与引き上げによる待遇改善を図ることにより,後者は高校の卒業要件を厳しく

することにより具体化している.しかし,この改革への当初の勢いは1988年頃になると景気

が低迷する中で教育改革に伴う州や地方自治体の教育支出が真に改善につながったであろう
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かと,その効果に対する懐疑的な意見が台頭してきた.また,産業界においても十分な基礎

能力を持った人材の確保が難しくなったという労働者の質的低下が問題とされ,教育の歪み

が合衆国の経済的地位に影響を及ぼし,国際的優位性を保てないという危機感から州,地方

のレベルを越え,連邦レベルでのリーダーシップによる教育改革を求める声が強くなった.

こうした状況を背景に,1988年の大統領選挙のキャンペーンでは教育問題は候補者の主たる

論点となり,この時の副大統領GeorgeBushは自らtheeducationpresidentとなることを

公約した.彼は就任早々1989年9月にVirginiaのCharlottesvilleで全国州知事によるEdu-

cationSummitを開催し,合衆国が今後目指す主な教育目標を確認して,このうち次の6項

を1990年1月に一般教書の中で発表した.すなわち2000年までに (1)すべての児童が就学時

に学習へのレディネスが整っていること.(2)高校生の卒業率を少なくとも90%にすること.

(3)4,8,及び12学年生は英語,数学,理科,歴史,地理を含む主要な教科において十分な

学力を発揮し進級できる状態にあること.(4)理科,数学の能力において合衆国の生徒は世界

一であること.(5)成人は読み,書く能力を有し,世界経済における競争に必要な知識と技術

を備えていること,また同時に市民としての権利と責任を行使できること.(6)学校は麻薬,

暴力がなく,学習に相応しい規律のとれた環境を提供することである.

この目標は吟味,検討,補強され,1990年2月の全米知事会議では,この6項目のゴール

に向かって各州が改革を押し進めていくことが確認された.これらのゴールを実現するため

に大統領は総合教育改革法案TheAmerica2000ExcellenceinEducationActを1991年4

月に発表し,5月に上院に提案した.これは,これまでの州,地方当局が実施してきた教育

改革がtooslow,tootimidであったことに触れ,連邦政府の積極的なリーダーシップを明確

に打ち出したものであり,これまでの地方分権を土台としたアメリカ教育行政の姿勢を転換

する画期的な出来事であった.

この法案を構成する主なプログラムは次の通 りである.

a.TheNewAmericanSchoolsProgram

各congressionaldistrict内にAmerica2000Communitiesを指定し,そこに"break-the-

mold"schoolを設置する.これらの学校には個々の地域社会の必要 ･特性に見合い,教育

内容においてbestで,かつ最新の技術設備が駆使されるようにする補助制度を設ける.

b.TheAIeritSchoolsProgram

6項目のgoalsの達成に顕著で成果のあった学校を奨励する褒賞的補助プログラムであ

り,特に主要教科における4,8,12学年の学習到達度合いを考慮し,学校間の学力向上競

争の刺激剤となることをねらった.

C.TeacherTrairLingandTeacherCerti丘cation

教員の研修,代替教員や校長免許の開発に関する3つのプログラムが骨子となっている.

C-1.Governor'sAcademiesforTeachers

各州にacademyを設立し,教員の自己啓発,coreacademicsubjectsの教育技術を提

供する.

C-2.Governor'sAcademiesforSchoolLeaders

各州に校長及びその候補者並びにschoolleadersに学校管理,学校改革戦略,教育管理

上必要な技術を提供するacademyを設立する.
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C-3.TheAlternativeCerti丘CationofTeachersandPrincipalsProgram

人材バンクを設け,その推進拡充を図る州を援助する.この人材バンクを通し,教員,

校長を雇用していこうとするものである.又これに伴う柔軟な免許システムの開発を実施 ,

する.この免許システムでは,教科目に関して,教育以外の分野で才能や リーダーシップ

を発揮した人材の登用も可能となる.

d.EducationalReforrrLThroughFlexibilityandAccountability

州の実施する生徒の学力向上のprojectsを積極的に認め,この目標達成のための連邦政

府,州,及び地方当局の予算の使途た柔軟性をもたせる.

e.StateGrantProgram

州レベルで教育改革がより活発化するよう現行の同プログラムを改正し,州への補助金の

使途の対象にparentalchoice(親の学校選択権)の開発 ･支援を加えることを認めるもので

ある.

f.EducationalChoice

地域の教育改善の最も重要な柱となる項目であり,この法案では,様々な実験方法の開発

を奨励し,その必要性を強調している.

f-1.現行Chapterlの適用の拡大

CompensatoryEducationProgram(補償教育プログラム)を改正し,親や子弟の自由

な学校選択権を州が援助するものである.改正されると,Chapterlの対象児童について

は,localschoolsystemは管轄下の児童が公立,私立を問わず希望する学校-の通学が

可能となるよう取り計らう義務を負うことになる.

f-2.AssistanceforParentalChoice

様々な公立,私立のeducationalprogramsに対するparentalchoiceを可能にしたり

又はその奨励事業を実施している地方教育当局に対する財政援助を行っていく.

f-3.EducationalChoiceProgramsofNationalSignificance

Educationalchoiceの拡充の先導的施策や事業の開発を推進し,奨励する.

g.NationalAssessmentofEducationalProgress

国家的教育目標に向けて学力実態を把握するため,1994年を開始年として,英語,数学,

理科,歴史,地理の教科目に関して,4,8,12学年生対象のデータ収集の権限を州に与え

る.

h.NationalCommissiononTime,Study,LearningandTeaching

子ども達の学習実態を調査し,指導方法の在り方を研究するためNationalCommission

onTime,Study,LearningandTeachingを設ける.

i. RegionalLiteracyResourceCenters(地域識字能力開発センター)

2000年までに合衆国のすべての成人が読み書きできるNationalGoalsのためRegional

LiteracyResourceCentersを設立する.

この法案の趣旨はReagan政権以来提唱されてきているschoolchoice(公立学校選択制)

の積極的推進であり,すでにchoiceprogramを実施しているschooldistrict-の補助金,

新規計画の奨励,現在disadvantagedstudentsのための学区外通学を認めたChapter1

(ofEducationConsolidationandImprovementAct:1981)の適用拡大をその主な柱として
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いる.Schoolchoiceの考えは一般的には親に公,私立を問わずに子弟を通わせる学校の自

由な選択権を与えようというものであり,親の関心を高め,子どもの教育に一層関わ りをも

たせることにより,学力の到達度を高めようとするものである.つまり,初等中等教育の段

階から競争原理を導入し,それにより学力の水準を引き上げ,個々の学校の質の向上を図

り,加えて教員や学校管理者に自由な創造性を持たせることにより,その結果に対する責任

と自覚を持たせることが狙いである.これは,1960年代以来のmoremoney,lessparental

controlの流れとは逆行するものであり,そこにはこれまでの教育政策の失敗を暗黙に認め

る一方で,公教育に市場原理を大胆に,かつ積極的に取り入れて活力を与え,学力問題に対

処していこうとする姿勢が貫かれている.

3.SchoolChoiceとAccountability(公立学校自己責任制度)

教育の自由化,marketing化と呼ぶべきschoolchoiceはaccountabilityとあいまって,

Bush政権での合衆国の今後の教育改革推進の両輪となると考えられる.これまでの具体的

な進展を検証してみることとする.

(1)Schoolchoiceの現状

a.連邦政府の動き

今までのところ連邦政府の1)-ダーシップによる特定のprogramの実施はないが,以下

の法を根拠に公教育での実質的schoolchoiceが可能となり,進行している.

a-1.ElementaryandSecondaryEducationAct,TitleIII

公立学校の選択においては,人種差別撤廃の過渡期の学区における特例措置としてthe

MagnetSchoolsAssistanceProgramが認められているが,本法はこれを促進するため

の計画立案,教材の用意,教員の補充等に必要な予算措置を認めている.認可される学区

は連邦や州の裁判所,又は当局の指導 ･命令下で差別撤廃を実施中であること,theCivil

RightsActof1964のTitleVIの要求に見合うものと教育長官が認めた差別撤廃計画を自

発的に実施中であることの条件が付いている.

a-2.ElementaryandSecondaryEducationAct,TitleVI

本条項はAlternativeCurriculum Schoolsの名称で,地方の教育当局 (localeduca･

tionalagencies:LEAs)に対し,schoolchoiceprogramsの開発,実施のための補助金

を認めている.

a-3.FundfortheImprovementandReformofSchoolsandTeaching(FIRST)

補助金の対象項目にopeneⅣ011mentamongschoolsを含み広範囲な学校改善実施計画

に対する教育長官の自由裁量を認めている.

b.StateandLocalAgenciesの動向

この段階でも最も広範に実施されている方法はmagnetschoolprogramである.本来,

magnetschoolは全学区的規模での様々に異なった民族 ･人種集団の生徒の融合をねらった

特別なタイプのalternative(代替)schoolである.1970年代に,schoolsystemsは連邦や,

州裁判所等の指導により,人種差別撤廃計画の中にmagnetschoolを加えた.学校の選択

権を満足させることから,既存のschoolsystemに不満を持つ市民の支持を得て,1980年代

初期迄には140のurbanschooldistrictsにおよそ1,200のmagnetschoolsが誕生している.
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このprogramは特色ある教育内容を編成し,積極的に民族,人種的に異なる学生を地区を

限定せず引きつけ,人種差別のない生徒構成を達成しようとする人種差別撤廃の手段の一つ

である.定型はなく,Montessorimagnetのような教育哲学上のアプローチに基づくもの,

カリキュラムに焦点をあてたもの (mathandsciencemagnets), 地理的な理由による

(magnetslocatednearparents'placesofemployment)などがある.しかし,実際はそう

したねらいから逸れて,busing等に見られるdesegregationを嫌らったり,公立学校から

の白人家庭の逃避に歯止めをかけるbypassとしての色彩を帯びるケースが出てきた.

このmagnetapproachkよる特別なschoolchoiceは1980年代を通して,学区によって

はcontrolledchoiceと呼ばれる形へ転換していった.これは,公立学校の選択を望む人々

により支持され,人種と言う言葉の枠を外し,すべての生徒に確実な学力達成を目標として

掲げている.このcontrolledchoiceに共通する特徴は,個々の学区の通学境界線は取 り除

かれている.適当な民族 ･人種の比率が達成されるようコントp-ルされている.親と子弟

は希望順に学校を並べschoolsystemへ提出し,彼等はその決定過程と結果について情報を

提供されること等である.このタイプのschoolchoiceの例は州のprogramではMin･

nesota州に,地方のprogramではMassachusetts州のCambridgeに見ることができる.

Minnesota州では,1987-88年のschoolyearに部分的開始,1990-91年度には全面実施

で,州の全ての初等中等学校の生徒は同一学年段階の教育を施す州内のいずれの公立学校-

の通学も可能となった.このComprehensiveSchoolDistrictEnrollmentOptionsPro･

gramは当初,参加希望のLEAのみを対象としたが,現在では千名以上の生徒を抱えるす

べてのLEAを包括している.この全州的なopenenrollmentの唯一の制限は裁判所の命令

でdesegregationを実施している学区において,人種的不均衡を増大させる学区への移動を

する場合のみ,子弟の入学が拒否される可能性を残している点である.ここでは,自己の居

住地のLEA内での移動に要する交通費は支給されるが,当該LEA以外の学校への交通費

は自己負担となっている.Minnesotaでは,公立,私立学校の教育費がstateincometax

deductionによっていることは,このchoice実施をいち早 く可能にした大きな要素である

と考えられる.

また,Cambridgeでは,これまで20年間にわたり,人種差別撤廃を求め,学校閉鎖,過

学ゾ-ソの再編成,paring,magnetschoolsなどのプログラムを採用してきたが,1981年

に,controlledchoiceeffortsを開始し,desegregationの高い水準の維持と白人の住居移動

による逃避を防ぐ効果を生んでいると報告されている.このcontrolledchoiceにおいては,

学区の初等中等学校は学区全体から生徒を集めることができる.児童 ･生徒の親は,子弟を

通わせたい学校を志望順に4校選択できるが,学校の施設 ･設備等の物理的余裕,人種的バ

ランスが考慮される.同一校への応募が多数の場合は抽選により振り分けが行われるが4校

のいずれにも振 り分けが不可能の場合は所定の学校へ割り振られることになっている.1982

年から86年では,schoolsystemの新入生の73%が第-志望へ,18%が第二,三志望-,9

%が所定の学校-振 り分けられている.1985年においてCambridgeの全生徒の58%が所定

の学校以外の学校に登録されている.

このschoolchoiceについては,30州の各地において,何らかの形で実施されていること

が1991.4.22付のNewsweekで紹介されているが,ここでは,Milwaukeeがこの学区外通学
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に交通費を支給するvouchers(クーポン制)を導入してお り,この種の試みでは最初のこ

とであるので注目される.また,Wisconsinではおよそ$2,500の授業料をprivateschools

への通学希望のpublicschoolの生徒1,000名分に予算化し,9月には341名の生徒が7つの

privateschoolsに入学の予定であることを報じている.またこの一方で,同年の1月28日

付の Timeには,これまでのschooldistrictを支えてきた理念を覆すような記事が報道され

てお り見逃せない.OklahomaCityBoardofEducationvs.Dowellに関する連邦最高裁判

所の判決結果である.Busingの実施の限界について言及され,schoolsystemsは,thede-

segregationorderに誠実に順 じ,過去の差別の痕跡を留めることのない現状であれば,汰

的に義務付けられたfederalbusing orderを免れることができるとした点である.Okla･

homaCityのbusing計画は,1972年に始まったが,CityBoardは幼稚園から4年生までは

neighborhoodschoolsがよいとの判断から1985年にbusingの制度を廃止した.この結果,

単一の人種で生徒が構成される学校がいくつかのneighborhoodschoolsに再出現し,都市

部の64校のうち,11校までが,生徒の90%以上がblackstudentsであると報 じられている.

市はこの人種構成のアンバランスは故意の分離でなく,経済や住宅事情による人口動態の結

果であるとしているが,busingをdesegregationの基本政策 として定着させてきた現行

schoolsystemに与える影響は重大であり,これまでのdesegregation政策の崩壊の兆しを

強 く予見させるものである.

(2)Accountabilityの現状

合衆国において,学力実態調査 TheNationalAssessmentofEducationalProgress

(NAEP)がtheU.S.DepartmentofEducation'sofficeofEducationalResearchand

lmprovementからの助成により行われている.1960年代半ばから9,13,17才及びyoung

adultsの知識 ･技能,態度を測る手段 として実施されてきた.1991年 6月17日付のNew･

sweekはこの一環としての,前年の公私立学校の126,000名 (4,8,12学年の生徒)を対

象に実施し,37州とtheVirginIslands,Guam,theDistrictofColumbiaが参加した最初の

全国的規模のstate-by-statestudyofmathachievementの結果をADismalReportCard

のheadlineで報じている.特に8学年生の場合は州による得点の内訳が公表され注目され

たが,得点上位の州でも,その標準学力レベルを越えたものは僅かで,7学年のレベルすら

通過 した者は14%にすぎないと書いている.教育長官 LamarAlexanderはamathemer-

gencyinthenation'sschoolsを宣言し"Thisisanalarmbellthatshouldringallnight."

と述べている.しかし,この警鐘は1983年のANationatRisk以来ずっとアメリカの教育

界のみならず,社会全体に向け鳴 らし続けられてきたはずのものであるが,十分な実質的対

策をいまだ講ずるまでに至っていない実態をはからずも露呈することとなった.

ところで,この学力低下の問題を国民に突きつけたANationatRiskは,多数の州を動

かし,学力実態調査の結果に対 して,その報告に止まらず,その公表と,関係者にその責任

を明確にさせ,改善を迫るaccountabilityの実施へと向わせた.Illinois州も例外でなかっ

た.IllinoisStateBoardofEducationは1985年に教育改革を推進するため,TheEduca･

tionReformActを制定した.これはSchooIAccountabilityLawともいわれ,この中心と

なるプログラムはstate-requiredtestsである.IllinoisStateBoardofEducationはどの公

立学校においても3,6,8,11学年生を対象に州全体にわたる必須のテストを開発 し,対
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象学年の全生徒にその受験を求めた.実施方法

としては,7年間にわたり,段階的に導入する

こととしている.またすべてのIllinoisの公立

学校に毎年,そのテストの得点,生徒の移動,

及び財政状況の統計情報も公表するよう求めて

いる.これまでのところ,テス トはreading,

mathematics,及びlanguageartsについて実

3学年 6学年 8学年

Reading 249. 253 254

Mathematics 255 253 255

施されている.また,199色毎あ春pと重科,93重たは社会科のテストが,94年には血earts,

95年にはhealthandphysicaldevelopmentandhealtheducationが加わり,IllinoisState

BoardofEducationはこれらの教科領域のテストを開発中である.(小学校の児童に対して

紘,readingtestが1988年に,数学は89年,languageartsが90年に導入され,11学年生で

壮readingtestが90年,数学が91年に実施されている.)また,92-93年度には,thelllinois

AssessmentProgramのそれ以前に実施してきた試験の過去の成績との比較,出席率,卒業

率,中退率との比較基準指数を設定し,その方法に関するrulesの開発を求めている.

この学力テストであるが,得点は各科目500点満点で初年度をbaseyearとし,その平均

を250点として設定している.以後の州平均は生徒の初年度と比較した指数で公表される.

1991年の州平均は表 1の通 りであった.

この得点は公表され,到達度の低い学校はacademicwatchlistに載り,州への改善計画

の提出が義務付けられている.2年後に改善の成果が見られない場合は,学校は再度計画書

の提出を求められる.その際,州の援助と,指導を受けるが,更に次の2年後も改善成果の

ない場合は,州の教育長官はlocalschoolboardのメンバーを解任し,新しい委員を指名で

きることになっている.また,学校の閉鎖,学生の再配置等の厳しい措置も含まれている.

この法がフルに効力を発揮するのは,学校が7科目すべてにわたってデータが整 う21世紀に

入ってからのことになるが,この評価が一旦完成するとtheacademicwatchlistは今後,

学校毎の業績報告書の性格を持っこととなり,市民の一層厳しい批判の目にさらされること

となろう.また,このacademicwatchlistは1987年から実施されている丘nancialwatch

listと併用されることになる.この点nancialwatchlistは州法がStateBoardofEducation

に財政難に直面しているschooldistrictへの初期警告としてこのlistの公表を求めているも

のであ.って,1991年 2月にはIllinoisの944のschooldistrictsのうち113がこのlistに載っ

た.少なくとも過去 2年間に財政難を含めて,厳しい財政事情に陥ったdistrictsは,その

間題の対処方法に関する計画書の提出を求められるが,それと同時に,listの公表はその事

態の深刻さを地域住民に自覚させ,地域社会と協力して解決に向けて何らかのactionをお

こさせる狙いがある.改善の兆候のないdistrictsに対しては,学校のキャンバスの閉鎖,

建物の使用制限,シフト制の授業の実施,体育行事を含むすべての特別活動の禁止等の厳し

い措置がとられることになっている.

4.広がりゆく格差

Accountabilityの公表から合衆国の教育の現実をより具体的に引き出すため,91年11月

15日付のChicagoTn'buneからその一例を拾って見ることとする.
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高校レベルの11学年生を対象とした初めての全州あげての数学のテストの結果は当然住民

の大きな関心を呼ぶこととなり,紙面はDickensのATaleofTwoCitiesならぬTaleof2

Schoolsのheadlineでthebestschoolとthepoorestschoolを対照させ紹介している.こ

のテス トでは満点は500点であり,州の平均は250点に設定されている.Cook,DuPage,

Kane,Lake,Will,McHenryの6つのcountiesを含むtheChicagoareaの199のpublic

highschoolsの中で最高点は337,最低点は108点であった.栄誉に輝いたのはNorthbrook

のGlenbrookNorthHighschoolであり,卒業生数420名のうち412名が大学進学の典型的

な都市郊外の進学校である.一方,bottomlとなったGregierVocationalHighSchool杖

ChicagoのWestSideにあり,1990年-91年度に15人の生徒が撃たれ,3名が死亡する危険

な生活環境を抱えたimer･Cityschoolの典型である.Readingの成績についても同様の結

果を示し,GlenbrookNorthは311点でbest4,Cregierは139点で,この分野でもbottom1

に位置している.こうした得点差の背景には家庭生活の質の歴然とした差があり,アメリカ

の社会と教育の深刻な相関関係を表している.アメリカでの公教育は専らpropertytaxか

らの歳入であるが,Communityの教育-の支持 と,経済的基盤の強さが トップのGlen-

brookNorthを支えている.

Northbrook地区の住民の多くは企業役員であり,この豊かな家庭の子弟に対する年間-

人当たりの教育費は$10,000を越える.カリキュラムは英語,数学,理科,社会の全分野を

網羅した伝統的な教科日が中心で,生徒の希望に応じたinnovativeな科目が結びついてい

る.例えばtheAcademyforInternationalStudiesは外国語,英語,社会を組み合わせて,

将来外交,国際法,国際経済を専攻したい学生に用意されている.同時にこのprogramに

対する教育方法も工夫されており,4人の教員が同一生徒集団を連続して4時間受持ち,過

常のclassperiodを外した相互乗 り入れ指導も行われている.

一方Cregierはinner･cityareaに位置し,生徒の多くは公共住宅地区の住人であり,坐

活保護家庭の子弟である.日常の生活はhomelessness,drugs,gangs,robberies,murders,

rapsに囲まれた環境の中で,学校の目標はひたすら卒業率を高め,彼らの進路を保証して

やることである.しかし,就学段階での死亡,犯罪,出産等の要因がmultiplicity of

negativismを作りだし,現状の卒業率は15.1%である (GlenbrookNorthでは98.4%).カ

リキュラムについては,vocationalschoolとして,基礎的なacademiccoursesに加えて,

commercialart,graphicart,carpentry,electronics,autoshop,computer･aideddrafting

のような様々な職業科目が用意されているが,伝統的なアカデミックな科目は殆ど見られな

い.

この2校に限らず,全州的テストにおける高得点と高い教育支出はシカゴのthe north

suburbsに,低得点と低い支出はthesou也suburbsにと差が明確に浮き彫りにされている.

州法により義務付けられたtheamualschoolreportによると,Chicago Metropolitan

Areaではこの不均衡は年々拡大 してお り,年間の生徒-人当た りの支出がGlenbrook

Northを含め$10,000を越える高校が13校もシカゴ郊外には出現している.この額は1989-

90年度のものであるが,州全体では最も高額の出費はcentrallllinoisのSeneca High

Schoolの$14,316で,propertytaxと地元にある原子力発電所からの歳入で賄われている.

また,最低はSenecaの西35マイルにあるDalzellGradeSchoolの$2,253と大きな差が見ら
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れる.こうした事情は教員の給与に直接反映され,largerpropertytaxbaseにより高い給

与が支払える学区とそうでない学区の差が必然的に生まれてくる.勿論,こうしたギャップ

を埋めようとする強い要求はある.courtorderにより,publicschoolsの教育費の現行の

propertytaxを主とした歳入方法を変えさせようとの訴訟も起きている.州議会に働きか

け,schooldistrictsをまとめて,州の所得税を3%から4%-と引き上げ,このギャップ

を埋める資金を捻出し,州のpublicschools-の教育費の配分方法を工夫しようとするもの

である.こうした動きについて,1991年 7月1日付Newsweekには裁判所によるTexas,

NewJersey等の州にたいして,̀rich~とpoorareasの教育費を均等化するための大胆な増税

措置が命ぜられたことが報道されている.

しかし,教育改革が必ずしも社会の理解と協力を得て常に優先課題にはなりえていない所

もある.なるほど,1980年代後半から,1990年まで教育が貧困を減らし,経済競争力を強化

させる答えとして教育改革運動は広く市民に支持されてきたが,1991年に入 り,景気後退に

よる歳入減,経済の低迷はこの流れを大きく変えてしまった.学校教育予算削減の動きであ

る.行政における教育サービスの低下,中止に加え,住民感情にもnegativeな側面が出て

きている.house-own ersの中には他人の子弟のためにこれ以上の増税を渋る動 き辛,

neighborhoodschoolsの学力レベルには無関心層の増加も見られ,また,1980年代の予算

増による教育改革が確かな改善効果を見せないことから,その使途内容への疑問も持ち上が

っている.1991年4月15日付の Tl'meはこのあたりの事情をレポートし,GeorgiaのGwin･

nettCountryの住民の教育費の使途への不信からのschoolbond(学校債)の発行阻止の動

き,景気後退の中で,防戦一方の教育界ではspecial･needsstudentsのためのprogramま

で見直しを迫られている学区,教員の解雇はおろか,Chelseaのように公立学校の管理を

theSchoolofEducationatBostonUniversityに委託した教育委員会の例等が紹介されてい

る.Poorcommunitiesはますますpoorであり,豊かなcommunitiesからの資金の移動に

よる州内の学校教育費の平等化を求める人々は裁判所を拠り所として,その判断を注目し,

望みをつないでいる.

5.SchoolChoiceとAccountabilityが教育にもたらすもの

Schooldistrict間の差を黙認しながら,学校選択の自由を保証し,一方で学校に自由な創

造による自助努力を促し,学校間の競争を通して学力向上を狙 うschoolchoice,同時にそ

の結果に対する責任を求めるaccountabilityはアメリカ教育界及び社会にどのような影響

を及ぼしていくのであろうか.優れた学校がbeststudentsや教員を吸収し,ますますその

社会的評価を高めていくのに比して,経済基盤の貧弱な学校は更に後方に置き去 りにされ,

アメリカが誇 りとしてきた教育の機会均等が根本から崩れていくことにはならないであろう

か.Neighborhoodschoolが強化され,親を引きつけるより,むしろ敬遠させる方向に動く

ことはないだろうか.Schoolchoiceに付随して導入が検討されているvouchers制度紘

neighborhoodschoolsを見捨てる動向に拍車をかけはしないだろうか.国際社会でのアメ

リカの威信にかけて,schoolchoiceが教育の活性化を促進し,質の向上に資することが期

待されているとすれば,地域のneighborhoodschoolsが荒廃する恐れはその影の部分であ

る.州やlocaldistrictsにその裁量で出来るだけ自由に教育計画を作らせneighborhood
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schoolsの育成を主張する議会は,これまでの連邦政府の教育計画のうち,Chapter lや

HeadStartの効果を認めながらも,TheNeighborhoodschoolslmprovementActを逆提

案して,現行のtheElementaryandSecondaryEducationActを改正し,TitleVIIIを新

設して,州-の正式な交付金を求めながらBush大統領のAmerica2000に対抗している.

1959年 Harvard大学学長JamesB.Conantの報告書 TheAmericanHl-ghSchoolToday

で whoseprogramscorrespondtotheeducationalneedsofallyouthinthecommunityと

称賛されたアメリカのcomprehensivehighschoolsも実態はその後の社会変化により大き

く変貌しているのも事実である.特に移民の流入,schooldesegregationにより,生徒の構

成は大きく変わっており,雑誌 Currentの中でVirginia州Alexandriaのhigh schoolの英

語教師PatrickWelshは同校が現在42%がblack,37%がwhite,21%がforeign･bornであ

り,一見 integration(人種融和)の理想であるかのように見えるが,honorsandadvanced

placementcoursesは白人の中流家庭の子弟で占められており,一方remedialandvoca-

tionalcoursesは殆ど低所得家庭のblacksや,移 り住んできたばか りの外国生まれの生徒

ばかりであることを指摘している.こうした現象を人種分離の名残ととらえる見方もある

が,白人の多くはheighborhoodschoolの学力の低下を防ぎ,白人の同学区からの逃避を防

く･手段 として評価している.いずれにしても,このような現象はprivate-schooトwithin･a-

public･schoolとよばれ,上位生を他の平均的な及び下位の生徒から分離するsystemを作っ

てやはり差を生み出しているのも事実であるが,あ くまでも現行system内のことであっ

て,schoolchoiceとははっきりと一線を画する.

Americanpublicschoolsはgreatequalizersであった.学校はすべての人々に平等な機

会を提供 し,児童 ･生徒がいかなる家庭環境や経済的不利な状態におかれても,平等な

playing fieldを作 りだす機関であった.中退者についても,確かに,1980年のsophmore

classにおいては17%も高校をdropoutしているが,1984年には5.2%が高校卒業資格を得

るため高校に戻った り,同等の卒業資格を取得している.1986年には更に,2.8%が同様の

結果を辿っており,17%の中退者中,結果的には8.1%が高校を終了したと計算され,1980

年の卒業率は実質1986年において90%を越えると報告されている.アメリカにおいては常に

secondchanceの保証があり,また広く一般大衆が高等教育を安価に受けられる数少ない国

である.こうしたアメリカの教育の伝統と理想が国際的経済競争を前に,学力低下の危機意

識からくる結果指向的,功利優先主義的解決方法により歪められ,損なわれていく恐れが強

まっている.

1988年の8月から10月にかけてFlorida InternationalUniversityが実施した世論調査

FloridaPollでは,全回答者1201名の内,現行公立学校を75%が評価している.ここ数年を

振 り返ってlocalpublicschools(幼稚園から高校まで)の教育の質については,36%が長 く

なった,33%が変化なし,16%が悪化したと答えている.教育費に関する増税については14

%がはっきり否定的であるが,34%が何らかの増税の必要には理解を示している.公立学校

教員の給与については4%が高い,32%妥当,49%が低いと感じている.また,poor,ない

しminorityのneighborhoodschoolsの教育の質について,他のneighborhoodschoolsと

比べてbetterと答えたものが6%,同じ35%,39%が劣ると答えている.これらの数字の

示すものはschooldistrictsの格差を認識しつつ,全体として,現行schoolsystemの中で
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期待をつなぐ住民感情がうかがえる.

細分化し各々が独自に権限を持つ地方教育委員会方式は広域化する社会活動の中ではマイ

ナスのlocalismであり,非能率的であるとともに,当然生ずる格差も大きく,カリキュラ

ムの編成,指導についても研究, リードするmanpowerに欠ける.また,教育費の負担に

ついてもlocaltaxpayersに重 く,直接的にのしかかり,それ故限られた母体の上の財政基

盤は不安定となり,教育の社会的地位の低下,人材の確保難を促し,教員の質の低下を招 く

結果ともなっている.SchoolChoiceはpublicschoolを支えるこのような様々な教育環境

･条件の抜本的解決に踏み込 まずして,それを飛び越 えて安易に個々のneighborhood

schoolにその努力と責任を求めてはいないだろうか.SchoolChoiceとAccountabilitiesの

更なる進行は,教育における格差を一層助長するが,majorityであるaveragestudentsの

全体的な底上げにつながっていくよりは,少数エリート集団を全体から遊離させ,弱者を切

り捨てながら,かえって教育における二極化,社会の二極化を加速させはしないかとの危供

を禁じえないのである.
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